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☆班集金・個別集金ともに 15 日集金へのご協力をお願いします。☆相談・来所時は事前に電話予約してください。

〈世相〉ジャニーズ事務所が 9 月 7 日の会見で、創業者の喜多川擴（ひろむ）による「性加害はあった」と認める。所属タレントの CM 起用を見送る企業が続出。
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大宮民商News
給与から天引きする社会保険料 変更必要か要チェック
　社会保険（健康保険・厚生年金）に加入している事業所は、毎年 7月 10 日までにその年の４月から 6月ま
での 3ヶ月間の給与・役員報酬の額を年金事務所に報告します。この報告の書類を『算定基礎届』といいます。
　算定基礎届は毎年 6月中旬頃に、管轄の年金事務所から事業所へ郵送されます。これに 3ヶ月間の賃金額
を書き込み 7月 10 日までに年金事務所へ返送します。この作業は、社会保険に加入している事業所は毎年必
ず行なう作業ですので、忘れずに実行してください。報告を忘れたり、誤った金額を報告した場合には、年
金事務所の定期監査時に指摘され、追徴を受けることになります。

算定基礎届での等級変更は 9月支給分から
　算定基礎届提出後、7月下旬頃から順次『標準報酬月額決定通知書』が事業所に
郵送されます。通知書に記載された等級を確認し、※保険料額表を見て、9月支給
分の給与・役員報酬から、新たな等級での保険料を天引きして預ります。『標準報酬
月額決定通知書』は2年間の保存が義務付けられています。

※『健康保険・厚生年金保険の保険料額表』は年金事務所からの郵送物に同封されています。もしも無い場
合はインターネットで「都道府県毎の保険料額表＿協会けんぽ」と検索して、自身の所属する都道府県の最
新の保険料額表を確認してください。PDF でダウンロードできます。

4 月～ 6月以外の月で昇給・降給した場合は（随時改定）
　４月～ 6月以外の月で、昇給や降給により標準報酬月額に 2等級以上差が出る月が 3ヶ月続いた場合には、
『月額変更届』を年金事務所へ提出します。そして翌月（賃金の変更が発生した月から起算して 4か月目）の
支給分から、変更後の等級で保険料を天引きします。
　『月額変更届』の用紙は、「月額変更届　ダウンロー
ド」で検索すると様式の一覧ページに行くので、そ
こで「随時改定に該当するとき」の届書を選んでく
ださい。

令和5年３月分（４月納付分）からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表

・健康保険料率：令和5年3月分～　適用　　 　・厚生年金保険料率：平成29年9月分～　適用

・介護保険料率：令和5年3月分～　適用 　　  ・子ども・子育て拠出金率：令和2年4月分～　適用

（埼玉県） （単位：円）

全  額 折半額 全  額 折半額 全  額 折半額

円以上 円未満

1 58,000 ～ 63,000 5,695.6 2,847.8 6,751.2 3,375.6
2 68,000 63,000 ～ 73,000 6,677.6 3,338.8 7,915.2 3,957.6
3 78,000 73,000 ～ 83,000 7,659.6 3,829.8 9,079.2 4,539.6

4（1） 88,000 83,000 ～ 93,000 8,641.6 4,320.8 10,243.2 5,121.6 16,104.00 8,052.00
5（2） 98,000 93,000 ～ 101,000 9,623.6 4,811.8 11,407.2 5,703.6 17,934.00 8,967.00
6（3） 104,000 101,000 ～ 107,000 10,212.8 5,106.4 12,105.6 6,052.8 19,032.00 9,516.00
7（4） 110,000 107,000 ～ 114,000 10,802.0 5,401.0 12,804.0 6,402.0 20,130.00 10,065.00
8（5） 118,000 114,000 ～ 122,000 11,587.6 5,793.8 13,735.2 6,867.6 21,594.00 10,797.00
9（6） 126,000 122,000 ～ 130,000 12,373.2 6,186.6 14,666.4 7,333.2 23,058.00 11,529.00
10（7） 134,000 130,000 ～ 138,000 13,158.8 6,579.4 15,597.6 7,798.8 24,522.00 12,261.00
11（8） 142,000 138,000 ～ 146,000 13,944.4 6,972.2 16,528.8 8,264.4 25,986.00 12,993.00
12（9） 150,000 146,000 ～ 155,000 14,730.0 7,365.0 17,460.0 8,730.0 27,450.00 13,725.00
13（10） 160,000 155,000 ～ 165,000 15,712.0 7,856.0 18,624.0 9,312.0 29,280.00 14,640.00
14（11） 170,000 165,000 ～ 175,000 16,694.0 8,347.0 19,788.0 9,894.0 31,110.00 15,555.00
15（12） 180,000 175,000 ～ 185,000 17,676.0 8,838.0 20,952.0 10,476.0 32,940.00 16,470.00
16（13） 190,000 185,000 ～ 195,000 18,658.0 9,329.0 22,116.0 11,058.0 34,770.00 17,385.00
17（14） 200,000 195,000 ～ 210,000 19,640.0 9,820.0 23,280.0 11,640.0 36,600.00 18,300.00
18（15） 220,000 210,000 ～ 230,000 21,604.0 10,802.0 25,608.0 12,804.0 40,260.00 20,130.00
19（16） 240,000 230,000 ～ 250,000 23,568.0 11,784.0 27,936.0 13,968.0 43,920.00 21,960.00
20（17） 260,000 250,000 ～ 270,000 25,532.0 12,766.0 30,264.0 15,132.0 47,580.00 23,790.00
21（18） 280,000 270,000 ～ 290,000 27,496.0 13,748.0 32,592.0 16,296.0 51,240.00 25,620.00
22（19） 300,000 290,000 ～ 310,000 29,460.0 14,730.0 34,920.0 17,460.0 54,900.00 27,450.00
23（20） 320,000 310,000 ～ 330,000 31,424.0 15,712.0 37,248.0 18,624.0 58,560.00 29,280.00
24（21） 340,000 330,000 ～ 350,000 33,388.0 16,694.0 39,576.0 19,788.0 62,220.00 31,110.00
25（22） 360,000 350,000 ～ 370,000 35,352.0 17,676.0 41,904.0 20,952.0 65,880.00 32,940.00
26（23） 380,000 370,000 ～ 395,000 37,316.0 18,658.0 44,232.0 22,116.0 69,540.00 34,770.00
27（24） 410,000 395,000 ～ 425,000 40,262.0 20,131.0 47,724.0 23,862.0 75,030.00 37,515.00
28（25） 440,000 425,000 ～ 455,000 43,208.0 21,604.0 51,216.0 25,608.0 80,520.00 40,260.00
29（26） 470,000 455,000 ～ 485,000 46,154.0 23,077.0 54,708.0 27,354.0 86,010.00 43,005.00
30（27） 500,000 485,000 ～ 515,000 49,100.0 24,550.0 58,200.0 29,100.0 91,500.00 45,750.00
31（28） 530,000 515,000 ～ 545,000 52,046.0 26,023.0 61,692.0 30,846.0 96,990.00 48,495.00
32（29） 560,000 545,000 ～ 575,000 54,992.0 27,496.0 65,184.0 32,592.0 102,480.00 51,240.00
33（30） 590,000 575,000 ～ 605,000 57,938.0 28,969.0 68,676.0 34,338.0 107,970.00 53,985.00
34（31） 620,000 605,000 ～ 635,000 60,884.0 30,442.0 72,168.0 36,084.0 113,460.00 56,730.00
35（32） 650,000 635,000 ～ 665,000 63,830.0 31,915.0 75,660.0 37,830.0 118,950.00 59,475.00

36 680,000 665,000 ～ 695,000 66,776.0 33,388.0 79,152.0 39,576.0
37 710,000 695,000 ～ 730,000 69,722.0 34,861.0 82,644.0 41,322.0 ※厚生年金基金に加入している方の
38 750,000 730,000 ～ 770,000 73,650.0 36,825.0 87,300.0 43,650.0
39 790,000 770,000 ～ 810,000 77,578.0 38,789.0 91,956.0 45,978.0 　 定められている免除保険料率
40 830,000 810,000 ～ 855,000 81,506.0 40,753.0 96,612.0 48,306.0    （2.4％～5.0％）を控除した率となり
41 880,000 855,000 ～ 905,000 86,416.0 43,208.0 102,432.0 51,216.0    ます。
42 930,000 905,000 ～ 955,000 91,326.0 45,663.0 108,252.0 54,126.0
43 980,000 955,000 ～ 1,005,000 96,236.0 48,118.0 114,072.0 57,036.0 　 加入する基金ごとに異なりますの
44 1,030,000 1,005,000 ～ 1,055,000 101,146.0 50,573.0 119,892.0 59,946.0 　 で、免除保険料率および厚生年金
45 1,090,000 1,055,000 ～ 1,115,000 107,038.0 53,519.0 126,876.0 63,438.0 　 基金の掛金については、加入する
46 1,150,000 1,115,000 ～ 1,175,000 112,930.0 56,465.0 133,860.0 66,930.0 　 厚生年金基金にお問い合わせ
47 1,210,000 1,175,000 ～ 1,235,000 118,822.0 59,411.0 140,844.0 70,422.0 　 ください。
48 1,270,000 1,235,000 ～ 1,295,000 124,714.0 62,357.0 147,828.0 73,914.0
49 1,330,000 1,295,000 ～ 1,355,000 130,606.0 65,303.0 154,812.0 77,406.0
50 1,390,000 1,355,000 ～ 136,498.0 68,249.0 161,796.0 80,898.0

　  ①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円となります。
　  ②被保険者が、被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げて1円となります。
　  （注）①、②にかかわらず、事業主と被保険者間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理をすることができます。

  ○納入告知書の保険料額
  　納入告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した金額になります。ただし、合算した金額に円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額となります。

  ○賞与にかかる保険料額
  　賞与に係る保険料額は、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額（標準賞与額)に、保険料率を乗じた額となります。
  　また、標準賞与額の上限は、健康保険は年間573万円（毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額。）となり、厚生年金保険と子ども・子育て拠出金の場合は
　　月間150万円となります。　

　○子ども・子育て拠出金
　　事業主の方は、児童手当の支給に要する費用等の一部として、子ども・子育て拠出金を負担いただくことになります。（被保険者の負担はありません。）
　　この子ども・子育て拠出金の額は、被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額および標準賞与額に、拠出金率（0.36％）を乗じて得た額の総額となります。

標  準  報  酬

報  酬  月  額

全国健康保険協会管掌健康保険料 厚生年金保険料（厚生年金基金加入員を除く）

介護保険第２号被保険者
に該当しない場合

介護保険第２号被保険者
に該当する場合

一般、坑内員・船員

等級 月  額
9.82%

　35（32）等級の「報酬月額」欄は、厚生年金保険の場合「635,000円以上」と読み替えてください。
◆令和5年度における全国健康保険協会の任意継続被保険者について、標準報酬月額の上限は、300,000円です。

  ○被保険者負担分（表の折半額の欄）に円未満の端数がある場合

11.64% 18.300%※

　 厚生年金保険料率は、基金ごとに

◆介護保険第２号被保険者は、40歳から64歳までの方であり、健康保険料率（9.82%）に介護保険料率（1.82%）が加わります。
◆等級欄の（　）内の数字は、厚生年金保険の標準報酬月額等級です。
　4（1）等級の「報酬月額」欄は、厚生年金保険の場合「93,000円未満」と読み替えてください。
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  9/21（木）理事会 19:00 ～
10/  6（金）共済会理事会 19:00 ～
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用

厨
房

機
器

・
1
0
年

以
上

前
に

製
造

さ
れ

た
既

存
設

備
を

更
新

す
る

も
の

（
更

新
す

る
設

備
は

、
更

新
す

る
前

の
設

備
と

同
等

の
仕

様
の

も
の

）

・
既

存
の

高
効

率
で

は
な

い
業

務
用

厨
房

機
器

を
高

効
率

業
務

用
厨

房
機

器
※

3
、
又

は
、
ト

ッ
プ

ラ
ン

ナ
ー

基
準

※
1
を

達
成

す
る

も
の

へ
更

新
す

る
も

の

※
１

省
エ

ネ
法

（
エ

ネ
ル

ギ
ー

の
使

用
の

合
理

化
等

に
関

す
る

法
律

）
に

基
づ

い
て

定
め

ら
れ

た
令

和
５

年
８

月
3
0
日

時
点

で
有

効
の

省
エ

ネ
性

能
の

目
標

基
準

の
達

成
率

1
0
0
%
以

上
を

達
成

す
る

も
の

※
２

補
助

対
象

設
備

は
h
t
t
p
s
:
/
/
s
i
i
.
o
r
.
j
p
/
s
h
i
t
e
i
0
4
r
/
s
e
a
r
c
h
/

よ
り

確
認

可
能

※
３

内
炎

式
バ

ー
ナ

ー
又

は
火

炎
角

度
を

内
向

き
に

し
た

低
輻

射
バ

ー
ナ

ー
を

搭
載

し
た

も
の

、
又

は
、

低
輻

射
型

ガ
ス

厨
房

機
器

（
燃

焼
式

の
厨

房
機

器
の

う
ち

、
空

気
断

熱
構

造
を

有
す

る
も

の
に

限
る

。
）
、

又
は

、
電

磁
誘

導
加

熱
方

式
に

よ
る

も
の

補
助

対
象

事
業

経
費

区
分

内
容

設
備

費
更

新
に

不
可

欠
な

設
備

等
※

1
の

購
入

に
要

す
る

経
費

工
事

費
更

新
に

不
可

欠
な

工
事

に
要

す
る

経
費

※
１

補
助

対
象

設
備

及
び

補
助

対
象

設
備

を
稼

働
さ

せ
る

た
め

に
必

要
な

範
囲

の
設

備

〇
撤

去
費

、
廃

棄
処

分
費

、
フ

ロ
ン

ガ
ス

回
収

費
、

リ
サ

イ
ク

ル
費

、
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
は

補
助

対
象

経
費

に
含

め
ま

せ
ん

(
2
)
注

意
事

項

〇
補

助
金

の
交

付
決

定
後

に
工

事
に

着
手

す
る

と
と

も
に

、
令

和
６

年
１

月
31

日
（

水
）
ま

で
に

補
助

事
業

を
完

了
し

、
か

つ

「
補

助
事

業
完

了
報

告
書

」
を

提
出

で
き

る
こ

と

〇
現

に
専

ら
事

業
の

用
の

み
に

供
す

る
設

備
で

あ
る

こ
と

※
居

住
ス

ペ
ー

ス
等

へ
効

果
が

波
及

す
る

設
備

・
工

事
は

対
象

と
な

り
ま

せ
ん

そ
の
他
詳
細
は
さ
い
た
ま
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・
補
助
金
交
付
要
綱
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

(
1
)
補

助
率

：
補

助
対

象
経

費
の

総
額

の
３

分
の

２
以

内
（

千
円

未
満

切
捨

て
）

(
2
)
補

助
上

限
：

５
０

０
万

円
※

補
助

申
請

は
１

事
業

者
あ

た
り

１
回

限
り

補
助

金
額

補
助

対
象

経
費

郵
送

に
よ

る
申

請
※

追
跡

記
録

が
可

能
な

郵
送

方
法

を
お

勧
め

し
ま

す

※
書

類
に

不
備

等
が

あ
る

場
合

（
記

入
不

備
を

含
む

）
は

、
全

て
の

書
類

が
揃

う
ま

で
受

付
と

は
な

り
ま

せ
ん

※
補

助
金
の
予
算
額
に
達
し
次
第
、
受
付
を
終
了
し
ま
す
（
情
報
は
適
宜
ホ
ー
ム
ー
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
）

h
tt

p
s:

/
/w

w
w.

c
it

y
.s

a
it

am
a
.
jp

/
00

5
/0

0
1/

0
02

/
p0

9
85

30
.
h
tm

l

(
1
)申

請
書

の
配

布
方

法
　
各
区
役
所
で
の
窓
口
配
布
も
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

【
検

索
方

法
】

ト
ッ

プ
ペ

ー
ジ

＞
事

業
者

向
け

の
情

報
＞

届
出

・
手

続
き

＞
助

成
金

・
補

助
金

＞

「
さ

い
た

ま
市

エ
ネ

ル
ギ

ー
価

格
・

物
価

高
騰

等
対

策
（

設
備

更
新

）
補

助
金

」
に

つ
い

て
(
2)

添
付

書
類

①
様

式
第

１
号

「
さ

い
た

ま
市

エ
ネ

ル
ギ

ー
価

格
・

物
価

高
騰

等
対

策
（

設
備

更
新

）
補

助
金

交
付

申
請

書
」

②
添

付
書

類
（

詳
細

は
「

添
付

書
類

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
」

を
ご

参
照

く
だ

さ
い

）

本
人

確
認

書
類

及
び

、
申

請
者

を
証

す
る

書
類

（
法

人
の
み

）
、
継

続
し

て
１

年
以

上
の

事
業

実
績

を
証

す
る

書
類

、

市
内

の
事

業
所

を
証

す
る

書
類

、
設

備
に

係
る

書
類

、
誓

約
と

承
諾

に
係

る
書

類

申
請

方
法

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

そ
の
他
詳
細
は
さ
い
た
ま
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・
補
助
金
交
付
要
綱
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

　
補

助
事

業
完

了
後

、
「

補
助

事
業

完
了

報
告

書
」

に
必

要
事

項
を

記
入

し
、

添
付

書
類

と
合

わ
せ

て
補

助
事

業
完

了
後

3
0
日

以
内

も
し

く
は

令
和

6
年

1
月

3
1
日

の
い

ず
れ

か
早

い
日

ま
で

に
郵

送
に

よ
り

提
出

し
て

く
だ

さ
い

。

添
付
書
類
：
設
備
、
工
事
の
納
品
、
工
事
完
了
明
細
書
等
・
支
払
い
を
証
明
す
る
書
類
・
設
備
の
カ
タ
ロ
グ
等
・
設
置
の
写
真
等


